
総社市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和８年５月２８日 

 

総社市長 片 岡 聡 一  

 

総社市規則第２０号 

 

総社市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則 

 

総社市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の一部を改正する規則（平成１８年総社市規則第４４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改   正   後 改   正   前 

 

附 則 

（施行期日） 

１ 略 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の総社市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規

則（以下「新規則」という。）の規定にかかわらず，この規則による平成

２１年７月１日から令和９年６月３０日までの間に行われる療養に要す

る費用についての新規則第２条の規定による負担上限月額の適用につい

ては，新規則別表第２中「４，０００円」とあるのは「２，０００円」と，

「２，０００円」とあるのは「１，０００円」と読み替えるものとする。 

３～６ 略 

  

 

附 則 

（施行期日） 

１ 略 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の総社市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規

則（以下「新規則」という。）の規定にかかわらず，この規則による平成

２１年７月１日から令和８年６月３０日までの間に行われる療養に要す

る費用についての新規則第２条の規定による負担上限月額の適用につい

ては，新規則別表第２中「４，０００円」とあるのは「２，０００円」と，

「２，０００円」とあるのは「１，０００円」と読み替えるものとする。 

３～６ 略 

    

附 則 

この規則は，公布の日から施行する。 

 


